
昭
和
四
十
九
年
建
設
省
令
第
一
号

都
市
緑
地
法
施
行
規
則

都
市
緑
地
保
全
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
十
五
条
第
一
項
（
同
法
第
十
七
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
十
六
条
第
一
項
第
三
号
（
同
法
第
十
七
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
及
び
第
二
項
（
同
法
第
十
七
条
第
二
項
及
び
第
二
十
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
都
市
緑
地
保
全
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
九
年
政
令
第
三
号
）
第
一
条
、
第
三
条
第
一
号
及
び
第
五
号
並
び
に
第
四

条
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
都
市
緑
地
保
全
法
を
実
施
す
る
た
め
、
都
市
緑
地
保
全
法
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
収
用
委
員
会
に
対
す
る
裁
決
申
請
書
の
様
式
）

第
一
条
　
都
市
緑
地
法
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
一
条
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
様
式
は
、
別
記
様
式
第
一
の
と
お
り
と
す
る
。

（
緑
地
保
全
地
域
に
お
け
る
行
為
の
届
出
等
の
手
続
）

第
二
条
　
都
市
緑
地
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
及
び
同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
都
道
府
県
知
事
（
市
の
区
域
内
に
あ
つ
て
は
、
当
該
市
の
長
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
書
面
を

提
出
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
営
業
等
の
た
め
に
や
む
を
得
な
い
屋
外
広
告
物
）

第
三
条
　
令
第
四
条
第
二
号
ハ
（
２
）
及
び
第
六
条
第
一
号
ハ
（
２
）
の
国
土
交
通
省
令
で
営
業
等
の
た
め
に
や
む
を
得
な
い
も
の
と
し
て
定
め
る
屋
外
広
告
物
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
道
路
運
送
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）
に
よ
る
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
用
に
供
す
る
停
留
所
標
識
（
案
内
標
識
を
含
む
。
）

二
　
事
業
の
た
め
に
自
己
の
住
所
、
事
業
場
又
は
停
留
所
に
お
い
て
、
自
己
の
氏
名
、
名
称
、
店
名
若
し
く
は
商
標
又
は
自
己
の
事
業
の
内
容
を
表
示
す
る
屋
外
広
告
物
（
前
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
で
、
当
該
住
所
、
事
業
場

又
は
停
留
所
ご
と
の
表
示
面
積
の
合
計
が
〇
・
三
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
高
さ
が
三
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
も
の

三
　
土
地
又
は
物
件
の
管
理
の
た
め
に
当
該
土
地
又
は
物
件
に
表
示
し
、
又
は
掲
出
す
る
屋
外
広
告
物
で
、
当
該
土
地
又
は
物
件
ご
と
の
表
示
面
積
の
合
計
が
〇
・
三
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
高
さ
が
三
メ
ー
ト
ル
以

下
で
あ
る
も
の

四
　
講
演
会
、
展
覧
会
、
音
楽
会
等
の
た
め
に
当
該
会
場
の
敷
地
内
に
お
い
て
表
示
し
、
又
は
掲
出
す
る
屋
外
広
告
物
で
、
当
該
会
場
の
敷
地
ご
と
の
表
示
面
積
の
合
計
が
一
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
高
さ
が
三
メ
ー

ト
ル
以
下
で
あ
る
も
の

（
特
別
緑
地
保
全
地
区
に
お
け
る
行
為
の
許
可
の
申
請
等
の
手
続
）

第
四
条
　
第
二
条
の
規
定
は
、
法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申
請
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
並
び
に
同
条
第
五
項
及
び
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
建
築
物
に
附
属
す
る
物
干
場
そ
の
他
の
工
作
物
）

第
五
条
　
令
第
六
条
第
六
号
ロ
（
２
）
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
工
作
物
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
道
路
（
私
道
を
除
く
。
）
か
ら
容
易
に
望
見
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
物
干
場
又
は
当
該
建
築
物
の
高
さ
を
超
え
な
い
高
さ
の
物
干
場

二
　
消
火
設
備

三
　
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る
建
築
設
備
（
消
火
設
備
及
び
当
該
建
築
設
備
を
必
要
と
す
る
建
築
物
の
屋
根
の
最
上
端
か
ら
の
高
さ
が
二
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
（
避
雷
針

を
除
く
。
）
を
除
く
。
）

四
　
受
信
用
の
空
中
線
系
（
そ
の
支
持
物
を
含
む
。
）
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の

五
　
旗
ざ
お
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の

六
　
地
下
に
設
け
る
工
作
物
（
建
築
物
を
除
く
。
）

七
　
高
さ
が
五
メ
ー
ト
ル
以
下
の
そ
の
他
の
工
作
物
（
建
築
物
を
除
く
。
）

（
管
理
協
定
の
基
準
）

第
六
条
　
法
第
二
十
四
条
第
三
項
第
四
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
管
理
協
定
区
域
は
、
そ
の
境
界
が
明
確
に
定
め
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
　
管
理
協
定
区
域
内
の
緑
地
の
管
理
の
方
法
に
関
す
る
事
項
は
、
除
伐
、
間
伐
、
枯
損
し
た
木
竹
又
は
危
険
な
木
竹
の
伐
採
、
枝
打
ち
、
病
害
虫
の
防
除
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
事
項
で
、
緑
地
の
保
全
に
関
連
し
て
必
要
と
さ

れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
　
管
理
協
定
区
域
内
の
緑
地
の
保
全
に
関
連
し
て
必
要
と
さ
れ
る
施
設
の
整
備
に
関
す
る
事
項
は
、
防
火
施
設
、
管
理
用
通
路
、
さ
く
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
施
設
の
整
備
に
関
す
る
事
項
で
、
緑
地
の
適
正
な
保
全
に
資
す
る

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四
　
管
理
協
定
の
有
効
期
間
は
、
五
年
以
上
二
十
年
以
下
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

五
　
管
理
協
定
に
違
反
し
た
場
合
の
措
置
は
、
違
反
し
た
者
に
対
し
て
不
当
に
重
い
負
担
を
課
す
る
も
の
で
あ
つ
て
は
な
ら
な
い
。

（
管
理
協
定
の
公
告
）

第
七
条
　
法
第
二
十
五
条
第
一
項
（
法
第
二
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
公
告
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
公
報
、
掲
示
そ
の
他
の
方
法
で
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
管
理
協
定
の
名
称

二
　
管
理
協
定
区
域

三
　
管
理
協
定
の
有
効
期
間

四
　
管
理
協
定
区
域
内
の
緑
地
の
保
全
に
関
連
し
て
必
要
と
さ
れ
る
施
設
が
定
め
ら
れ
た
と
き
は
、
そ
の
施
設

五
　
管
理
協
定
の
縦
覧
場
所

1



（
管
理
協
定
の
締
結
等
の
公
告
）

第
八
条
　
前
条
の
規
定
は
、
法
第
二
十
七
条
（
法
第
二
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
公
告
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
建
築
物
の
緑
化
率
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
緑
化
施
設
の
面
積
）

第
九
条
　
法
第
四
十
条
の
緑
化
施
設
の
面
積
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
緑
化
施
設
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
面
積
の
合
計
と
す
る
。

一
　
建
築
物
の
外
壁
に
整
備
さ
れ
た
緑
化
施
設
　
緑
化
施
設
が
整
備
さ
れ
た
部
分
の
鉛
直
投
影
面
積
の
合
計

二
　
前
号
に
掲
げ
る
緑
化
施
設
以
外
の
緑
化
施
設
　
次
に
掲
げ
る
緑
化
施
設
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
面
積
の
合
計

イ
　
樹
木
　
次
の
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
面
積
の
合
計

（１）
　
樹
木
ご
と
の
樹
冠
（
そ
の
水
平
投
影
面
が
他
の
樹
冠
の
水
平
投
影
面
と
一
致
す
る
部
分
を
除
く
。
）
の
水
平
投
影
面
積
の
合
計

（２）
　
樹
木
（
高
さ
一
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
に
限
る
。
以
下
（
２
）
に
お
い
て
同
じ
。
）
ご
と
の
樹
冠
の
水
平
投
影
面
に
つ
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
樹
木
の
高
さ
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
半
径
を
そ

の
半
径
と
し
、
当
該
樹
木
の
幹
の
中
心
を
そ
の
中
心
と
す
る
円
と
み
な
し
て
算
出
し
た
当
該
円
（
そ
の
水
平
投
影
面
が
他
の
樹
木
の
幹
の
中
心
を
そ
の
中
心
と
す
る
円
と
み
な
し
て
そ
の
水
平
投
影
面
積
を
算
出
し
た
当
該
円

の
水
平
投
影
面
又
は
（
１
）
の
樹
冠
の
水
平
投
影
面
と
一
致
す
る
部
分
を
除
く
。
）
の
水
平
投
影
面
積
の
合
計

樹
木
の
高
さ

半
径

一
メ
ー
ト
ル
以
上
二
・
五
メ
ー
ト
ル
未
満

一
・
一
メ
ー
ト
ル

二
・
五
メ
ー
ト
ル
以
上
四
メ
ー
ト
ル
未
満

一
・
六
メ
ー
ト
ル

四
メ
ー
ト
ル
以
上

二
・
一
メ
ー
ト
ル

（３）
　
敷
地
内
の
土
地
又
は
そ
の
土
地
に
存
す
る
建
築
物
そ
の
他
の
工
作
物
の
う
ち
樹
木
が
生
育
す
る
た
め
の
土
壌
そ
の
他
の
資
材
で
表
面
が
被
わ
れ
て
い
る
部
分
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に
該
当
す
る
も
の
（
そ
の
水
平

投
影
面
が
（
１
）
の
樹
冠
の
水
平
投
影
面
又
は
（
２
）
の
円
の
水
平
投
影
面
と
一
致
す
る
部
分
を
除
く
。
）
の
水
平
投
影
面
積
の
合
計

（ｉ）
　
当
該
被
わ
れ
て
い
る
部
分
に
植
え
ら
れ
て
い
る
樹
木
の
本
数
が
、
次
に
掲
げ
る
式
を
満
た
す
も
の
で
あ
る
こ
と
。

Ａ≦

１
８
Ｔ
１
＋
１
０
Ｔ
２
＋
４
Ｔ
３
＋
Ｔ
４

（
こ
の
式
に
お
い
て
、
Ａ
、
Ｔ
１
、
Ｔ
２
、
Ｔ
３
、
Ｔ
４
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

Ａ
　
当
該
部
分
の
水
平
投
影
面
積
（
単
位
　
平
方
メ
ー
ト
ル
）

Ｔ
１
　
高
さ
が
四
メ
ー
ト
ル
以
上
の
樹
木
の
本
数

Ｔ
２
　
高
さ
が
二
・
五
メ
ー
ト
ル
以
上
四
メ
ー
ト
ル
未
満
の
樹
木
の
本
数

Ｔ
３
　
高
さ
が
一
メ
ー
ト
ル
以
上
二
・
五
メ
ー
ト
ル
未
満
の
樹
木
の
本
数

Ｔ
４
　
高
さ
が
一
メ
ー
ト
ル
未
満
の
樹
木
の
本
数
）

（ｉｉ）
　
（
ｉ
）
の
樹
木
が
当
該
部
分
の
形
状
そ
の
他
の
条
件
に
応
じ
て
適
切
な
配
置
で
植
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ロ
　
芝
そ
の
他
の
地
被
植
物
　
敷
地
内
の
土
地
又
は
そ
の
土
地
に
存
す
る
建
築
物
そ
の
他
の
工
作
物
の
う
ち
芝
そ
の
他
の
地
被
植
物
で
表
面
が
被
わ
れ
て
い
る
部
分
（
そ
の
水
平
投
影
面
が
イ
の
規
定
に
よ
り
そ
の
水
平
投
影
面
積

を
算
出
し
た
水
平
投
影
面
と
一
致
す
る
部
分
を
除
く
。
）
の
水
平
投
影
面
積

ハ
　
花
壇
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
　
敷
地
内
の
土
地
又
は
そ
の
土
地
に
存
す
る
建
築
物
そ
の
他
の
工
作
物
の
う
ち
草
花
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
植
物
が
生
育
す
る
た
め
の
土
壌
そ
の
他
の
資
材
で
表
面
が
被
わ
れ
て
い
る

部
分
（
そ
の
水
平
投
影
面
が
イ
又
は
ロ
の
規
定
に
よ
り
そ
の
水
平
投
影
面
積
を
算
出
し
た
水
平
投
影
面
と
一
致
す
る
部
分
を
除
く
。
）
の
水
平
投
影
面
積

ニ
　
水
流
、
池
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
　
敷
地
内
の
土
地
又
は
そ
の
土
地
に
存
す
る
建
築
物
そ
の
他
の
工
作
物
の
う
ち
水
流
、
池
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
の
存
す
る
部
分
（
そ
の
水
平
投
影
面
が
イ
か
ら
ハ
ま
で
の

規
定
に
よ
り
そ
の
水
平
投
影
面
積
を
算
出
し
た
水
平
投
影
面
と
一
致
す
る
部
分
を
除
き
、
樹
木
、
植
栽
等
と
一
体
と
な
つ
て
自
然
的
環
境
を
形
成
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
の
水
平
投
影
面
積

ホ
　
前
号
の
施
設
又
は
イ
か
ら
ニ
ま
で
の
施
設
に
附
属
し
て
設
け
ら
れ
る
園
路
、
土
留
そ
の
他
の
施
設
　
当
該
施
設
（
そ
の
水
平
投
影
面
が
イ
か
ら
ニ
ま
で
の
規
定
に
よ
り
そ
の
水
平
投
影
面
積
を
算
出
し
た
水
平
投
影
面
と
一
致

す
る
部
分
を
除
き
、
前
号
及
び
イ
か
ら
ニ
ま
で
の
規
定
に
よ
り
算
出
し
た
面
積
の
合
計
の
四
分
の
一
を
超
え
な
い
部
分
に
限
る
。
）
の
水
平
投
影
面
積

（
緑
化
施
設
の
工
事
の
認
定
の
手
続
）

第
十
条
　
法
第
四
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
二
に
よ
る
申
請
書
に
次
の
表
に
掲
げ
る
図
書
並
び
に
建
築
基
準
法
第
六
条
第
一
項
又
は
第
六
条
の
二
第
一
項
の
確
認
済
証
の
写
し
を
添

え
て
、
こ
れ
ら
を
市
町
村
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

図
書
の
種
類
明
示
す
べ
き
事
項

付
近
見
取
図
方
位
、
道
路
及
び
目
標
と
な
る
地
物

配
置
図

縮
尺
、
方
位
、
敷
地
の
境
界
線
、
敷
地
内
に
お
け
る
建
築
物
の
位
置
並
び
に
既
存
の
緑
化
施
設
の
位
置
及
び
種
別
、
整
備
す
る
緑
化
施
設
の
配
置
及
び
種
別
並
び
に
当
該
整
備
す
る
緑
化
施
設
の
う
ち
建
築
基
準
法
第
六
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
工
事
の
完
了
の
日
ま
で
に
当
該
整
備
す
る
緑
化
施
設
に
関
す
る
工
事
を
完
了
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
の
配
置
及
び
種
別
並
び
に
前
条
の
規
定
に
よ
り
算
出
さ
れ
た
緑
化
施
設
の
面
積
及
び
当
該

整
備
す
る
緑
化
施
設
の
う
ち
同
項
の
規
定
に
よ
る
工
事
の
完
了
の
日
ま
で
に
当
該
整
備
す
る
緑
化
施
設
に
関
す
る
工
事
を
完
了
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
の
面
積

（
公
共
の
用
に
供
す
る
施
設
）

第
十
一
条
　
令
第
十
四
条
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
公
共
の
用
に
供
す
る
施
設
は
、
軌
道
、
水
路
、
緑
地
及
び
広
場
と
す
る
。
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（
緑
地
協
定
の
公
告
）

第
十
二
条
　
法
第
四
十
六
条
第
一
項
（
法
第
四
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
公
告
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
市
町
村
長
の
定
め
る
方
法
で
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
緑
地
協
定
の
名
称

二
　
緑
地
協
定
区
域

三
　
緑
地
協
定
区
域
隣
接
地
が
定
め
ら
れ
た
と
き
は
、
そ
の
区
域

四
　
緑
地
協
定
の
縦
覧
場
所

（
緑
地
協
定
に
定
め
る
事
項
の
基
準
）

第
十
三
条
　
法
第
四
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
緑
地
協
定
区
域
は
、
そ
の
境
界
が
明
確
に
定
め
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
　
保
全
又
は
植
栽
す
る
樹
木
等
の
種
類
は
、
緑
地
協
定
区
域
内
の
土
地
の
風
土
に
適
し
て
お
り
、
か
つ
、
当
該
樹
木
等
の
保
全
又
は
植
栽
に
よ
つ
て
地
域
の
住
民
等
に
危
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
　
樹
木
等
を
保
全
又
は
植
栽
す
る
場
所
は
、
中
庭
等
専
ら
特
定
の
者
の
鑑
賞
等
の
用
に
供
す
る
場
所
で
あ
つ
て
は
な
ら
な
い
。

四
　
保
全
又
は
設
置
す
る
垣
又
は
さ
く
の
構
造
は
、
当
該
緑
地
協
定
区
域
内
の
土
地
等
の
相
互
間
の
開
放
性
を
著
し
く
妨
げ
る
も
の
で
あ
つ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
生
け
垣
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

五
　
保
全
又
は
植
栽
す
る
樹
木
等
の
管
理
に
関
す
る
事
項
は
、
枝
打
ち
、
整
枝
、
病
害
虫
の
防
除
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
事
項
で
、
樹
木
等
の
保
全
に
関
連
し
て
必
要
と
さ
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

六
　
そ
の
他
緑
地
の
保
全
又
は
緑
化
に
関
す
る
事
項
は
、
修
景
施
設
に
関
す
る
事
項
（
工
場
立
地
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
二
十
四
号
）
第
四
条
第
一
項
の
製
造
業
等
に
係
る
工
場
又
は
事
業
場
に
あ
つ
て
は
、
植
栽
及
び
芝
生
の

規
模
及
び
配
置
に
関
す
る
事
項
を
除
く
。
）
、
照
明
施
設
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
事
項
で
、
緑
地
協
定
区
域
内
の
環
境
の
改
善
に
寄
与
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

七
　
緑
地
協
定
の
有
効
期
間
は
、
五
年
以
上
三
十
年
未
満
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

八
　
緑
地
協
定
に
違
反
し
た
場
合
の
措
置
は
、
違
反
し
た
者
に
対
し
て
不
当
に
重
い
負
担
を
課
す
る
も
の
で
あ
つ
て
は
な
ら
な
い
。

（
緑
地
協
定
区
域
隣
接
地
の
基
準
）

第
十
四
条
　
法
第
四
十
七
条
第
一
項
第
四
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
緑
地
協
定
区
域
隣
接
地
の
区
域
は
、
そ
の
境
界
が
明
確
に
定
め
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
　
緑
地
協
定
区
域
隣
接
地
の
区
域
は
、
緑
地
協
定
区
域
と
の
一
体
性
を
有
す
る
土
地
の
区
域
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
緑
地
協
定
の
認
可
等
の
公
告
）

第
十
五
条
　
第
十
二
条
の
規
定
は
、
法
第
四
十
七
条
第
二
項
（
法
第
四
十
八
条
第
二
項
、
第
四
十
九
条
第
四
項
、
第
五
十
一
条
第
四
項
又
は
第
五
十
四
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
公
告
に
つ
い
て
準

用
す
る
。

（
市
民
緑
地
の
管
理
期
間
）

第
十
六
条
　
法
第
五
十
五
条
第
四
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
五
年
と
す
る
。

（
市
民
緑
地
の
公
告
）

第
十
七
条
　
法
第
五
十
五
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
公
報
、
掲
示
そ
の
他
の
方
法
で
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
市
民
緑
地
の
名
称

二
　
市
民
緑
地
の
区
域

三
　
市
民
緑
地
の
管
理
期
間

四
　
市
民
緑
地
内
の
緑
地
の
保
全
に
関
連
し
て
必
要
と
さ
れ
る
施
設
が
定
め
ら
れ
た
と
き
は
、
そ
の
施
設

（
市
民
緑
地
設
置
管
理
計
画
の
認
定
の
申
請
）

第
十
八
条
　
法
第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
三
に
よ
る
申
請
書
に
、
市
民
緑
地
を
設
置
す
る
土
地
等
に
つ
い
て
所
有
権
そ
の
他
の
使
用
の
権
原
を
有
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
面

及
び
次
の
表
に
掲
げ
る
図
書
を
添
え
て
、
こ
れ
ら
を
市
町
村
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

図
書
の
種
類
明
示
す
べ
き
事
項

付
近
見
取
図
方
位
、
道
路
及
び
目
標
と
な
る
地
物

配
置
図

縮
尺
、
方
位
、
区
域
の
境
界
線
、
区
域
内
に
お
け
る
人
工
地
盤
、
建
築
物
そ
の
他
の
工
作
物
及
び
既
存
の
緑
化
施
設
等
（
緑
化
施
設
、
園
路
、
広
場
そ
の
他
の
市
民
緑
地
を
利
用
す
る
住
民
の
利
便
の
た
め
必
要
な
施
設
及

び
市
民
緑
地
内
の
緑
地
の
保
全
に
関
連
し
て
必
要
と
さ
れ
る
施
設
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
位
置
、
整
備
す
る
緑
化
施
設
等
の
配
置
並
び
に
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
算
出
さ
れ
た
緑
化
施
設
の
面
積

２
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
の
申
請
書
に
記
載
さ
れ
た
緑
化
施
設
等
の
整
備
に
係
る
行
為
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
行
為
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
市
町
村
長
が
別
に
書
面
を
定
め
た
と
き
は
、
当
該
書
面
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
首
都
圏
近
郊
緑
地
保
全
区
域
内
に
お
い
て
行
う
行
為
で
あ
つ
て
、
首
都
圏
近
郊
緑
地
保
全
法
（
昭
和
四
十
一
年
法
律
第
百
一
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
　
首
都
圏
近
郊
緑
地
保
全

法
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
総
理
府
・
建
設
省
令
第
七
号
）
第
二
条
の
書
面

二
　
近
畿
圏
近
郊
緑
地
保
全
区
域
内
に
お
い
て
行
う
行
為
で
あ
つ
て
、
近
畿
圏
の
保
全
区
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
三
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
　
近
畿

圏
の
保
全
区
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
総
理
府
・
建
設
省
令
第
八
号
）
第
三
条
の
書
面

三
　
緑
地
保
全
地
域
内
に
お
い
て
行
う
行
為
で
あ
つ
て
、
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
　
第
二
条
の
書
面

四
　
特
別
緑
地
保
全
地
区
内
に
お
い
て
行
う
行
為
で
あ
つ
て
、
法
第
十
四
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
　
第
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
条
の
書
面

3



（
計
画
の
記
載
事
項
）

第
十
九
条
　
法
第
六
十
条
第
二
項
第
六
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
市
民
緑
地
の
名
称

二
　
緑
化
施
設
等
の
整
備
の
実
施
期
間

三
　
既
存
の
緑
化
施
設
の
概
要
、
規
模
及
び
位
置

四
　
市
民
緑
地
の
設
置
の
予
定
時
期

（
市
民
緑
地
を
設
置
す
る
土
地
等
の
規
模
）

第
二
十
条
　
法
第
六
十
一
条
第
一
項
第
二
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
規
模
は
、
市
民
緑
地
を
設
置
す
る
土
地
（
そ
の
水
平
投
影
面
が
人
工
地
盤
、
建
築
物
そ
の
他
の
工
作
物
の
水
平
投
影
面
と
一
致
す
る
部
分
を
除
く
。
）
の
面
積
及

び
人
工
地
盤
、
建
築
物
そ
の
他
の
工
作
物
の
部
分
の
水
平
投
影
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。

（
緑
化
施
設
の
面
積
の
市
民
緑
地
を
設
置
す
る
土
地
等
の
区
域
の
面
積
に
対
す
る
割
合
）

第
二
十
一
条
　
法
第
六
十
一
条
第
一
項
第
三
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
割
合
は
、
十
分
の
二
と
す
る
。

（
市
民
緑
地
の
管
理
が
適
切
に
実
施
さ
れ
る
基
準
）

第
二
十
二
条
　
法
第
六
十
一
条
第
一
項
第
四
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
市
民
緑
地
の
構
造
、
利
用
状
況
又
は
維
持
若
し
く
は
修
繕
の
状
況
、
市
民
緑
地
の
存
す
る
地
域
の
地
形
、
地
質
又
は
気
象
の
状
況
そ
の
他
の
状
況
（
次
号
に
お
い
て
「
市
民
緑
地
構
造
等
」
と
い
う
。
）
を
勘
案
し
て
、
適
切
な
時

期
に
、
市
民
緑
地
の
巡
視
を
行
い
、
及
び
清
掃
、
除
草
そ
の
他
の
市
民
緑
地
の
機
能
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

二
　
市
民
緑
地
の
点
検
は
、
市
民
緑
地
構
造
等
を
勘
案
し
て
、
適
切
な
時
期
に
、
目
視
そ
の
他
適
切
な
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
。

三
　
前
号
の
点
検
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
市
民
緑
地
の
損
傷
、
腐
食
そ
の
他
の
劣
化
そ
の
他
の
異
状
が
あ
る
こ
と
を
把
握
し
た
と
き
は
、
市
民
緑
地
の
適
切
な
維
持
及
び
修
繕
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

四
　
第
二
号
の
点
検
の
結
果
及
び
前
号
の
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
そ
の
内
容
を
記
録
し
、
当
該
市
民
緑
地
の
管
理
期
間
中
は
、
こ
れ
を
保
存
す
る
こ
と
。

（
市
民
緑
地
の
管
理
期
間
）

第
二
十
三
条
　
法
第
六
十
一
条
第
一
項
第
五
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
五
年
と
す
る
。

（
市
民
緑
地
の
設
置
及
び
管
理
が
適
正
か
つ
確
実
に
実
施
さ
れ
る
基
準
）

第
二
十
四
条
　
法
第
六
十
一
条
第
一
項
第
九
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
緑
化
施
設
等
は
、
安
全
上
及
び
衛
生
上
必
要
な
構
造
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
市
民
緑
地
を
設
置
及
び
管
理
し
よ
う
と
す
る
者
が
、
市
民
緑
地
を
設
置
す
る
土
地
等
に
つ
い
て
所
有
権
そ
の
他
の
使
用
の
権
原
を
有
す
る
こ
と
。

三
　
前
号
の
権
原
を
借
受
け
に
よ
り
取
得
す
る
と
き
は
、
当
該
貸
借
契
約
に
お
い
て
、
市
町
村
長
の
承
認
を
受
け
た
場
合
を
除
き
、
当
該
貸
借
契
約
の
変
更
又
は
解
除
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
旨
の
定
め
が
あ
る
こ
と
。

（
市
民
緑
地
設
置
管
理
計
画
の
認
定
に
係
る
緑
化
施
設
の
面
積
）

第
二
十
五
条
　
法
第
六
十
一
条
第
二
項
の
緑
化
施
設
の
面
積
は
、
第
九
条
各
号
に
掲
げ
る
緑
化
施
設
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
面
積
の
合
計
と
す
る
。

（
市
民
緑
地
設
置
管
理
計
画
の
公
告
）

第
二
十
六
条
　
法
第
六
十
一
条
第
五
項
（
法
第
六
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
公
告
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
公
報
、
掲
示
そ
の
他
の
方
法
で
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
認
定
事
業
者
の
氏
名
又
は
名
称

二
　
市
民
緑
地
の
名
称

三
　
市
民
緑
地
の
区
域

四
　
市
民
緑
地
の
管
理
期
間

五
　
整
備
す
る
緑
化
施
設
等

（
市
民
緑
地
設
置
管
理
計
画
の
軽
微
な
変
更
）

第
二
十
七
条
　
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
緑
化
施
設
等
の
整
備
の
実
施
期
間
の
二
月
以
内
の
変
更
と
す
る
。

（
市
民
緑
地
設
置
管
理
計
画
の
変
更
の
認
定
の
申
請
）

第
二
十
八
条
　
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
変
更
の
認
定
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
四
に
よ
る
申
請
書
に
、
そ
れ
ぞ
れ
第
十
八
条
に
規
定
す
る
図
書
の
う
ち
変
更
に
係
る
も
の
を
添
え
て
、
こ
れ
ら
を
市
町
村
長
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
建
築
物
の
緑
化
率
の
最
低
限
度
に
関
す
る
証
明
書
の
交
付
）

第
二
十
九
条
　
建
築
基
準
法
第
六
条
第
一
項
又
は
第
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
済
証
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
計
画
が
法
第
三
十
五
条
若
し
く
は
第
三
十
六
条
の
規
定
又
は
法
第
三
十
九
条
第
二
項
の
地
区

計
画
等
緑
化
率
条
例
の
規
定
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
の
交
付
を
市
町
村
長
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
畜
舎
等
の
建
築
等
及
び
利
用
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
三
十
四
号
）
第
三
条
第
一
項
の
認
定
（
同
法
第
四
条
第
一
項
の
変
更
の
認
定
を
含
む
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
計
画
が
法
第
三
十
九
条
第
二
項

の
地
区
計
画
等
緑
化
率
条
例
の
規
定
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
の
交
付
を
市
町
村
長
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
昭
和
四
十
九
年
二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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附
　
則
　
（
平
成
六
年
一
〇
月
二
〇
日
建
設
省
令
第
三
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
都
市
緑
地
保
全
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
四
十
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
六
年
十
月
二
十
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
三
月
二
八
日
建
設
省
令
第
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
四
十
八
号
）
中
第
二
編
第
十
二
章
の
改
正
規
定
及
び
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
平
成

六
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
一
章
の
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
七
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
八
月
一
日
建
設
省
令
第
二
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
都
市
緑
地
保
全
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
七
年
法
律
第
六
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
七
年
八
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
月
一
七
日
建
設
省
令
第
九
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
一
月
二
〇
日
建
設
省
令
第
四
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
八
月
二
三
日
国
土
交
通
省
令
第
一
二
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
都
市
緑
地
保
全
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
三
年
八
月
二
十
四
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
一
二
月
一
五
日
国
土
交
通
省
令
第
九
九
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
都
市
緑
地
保
全
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
九
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
六
年
十
二
月
十
七
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
都
市
緑
地
保
全
法
施
行
規
則
、
都
市
公
園
法
施
行
規
則
、
都
市
計
画
法
施
行
規
則
、
幹
線
道
路
の
沿
道
の
整
備
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
及
び
密
集
市
街
地
に
お
け

る
防
災
街
区
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
三
月
三
〇
日
国
土
交
通
省
令
第
二
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
一
二
月
二
八
日
国
土
交
通
省
令
第
一
〇
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
六
月
一
四
日
国
土
交
通
省
令
第
三
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
九
年
六
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
八
月
二
日
国
土
交
通
省
令
第
四
九
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
都
市
緑
地
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
都
市
緑
地
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
三
十
五
条
又
は
地
区
計
画
等
緑
化
率
条
例
の
規
定
に
よ
る
規
制
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
建
築
物
の
う
ち
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
都
市
緑

地
法
施
行
規
則
第
九
条
第
一
号
の
規
定
の
改
正
に
よ
り
当
該
建
築
物
の
緑
化
率
が
緑
化
地
域
に
関
す
る
都
市
計
画
に
お
い
て
定
め
る
建
築
物
の
緑
化
率
の
最
低
限
度
又
は
地
区
計
画
等
緑
化
率
条
例
に
よ
る
建
築
物
の
緑
化
率
の
最
低

限
度
を
下
回
る
こ
と
と
な
る
も
の
の
緑
化
率
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
緑
化
施
設
の
面
積
の
算
出
方
法
に
つ
い
て
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
都
市
緑
地
法
施
行
規
則
第
九
条
第
一
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
二
三
日
国
土
交
通
省
令
第
九
八
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
一
二
月
一
六
日
国
土
交
通
省
令
第
七
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
畜
舎
等
の
建
築
等
及
び
利
用
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
三
十
四
号
）
の
施
行
の
日
（
令
和
四
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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別
記
様
式
第
一
（
第
一
条
関
係
）

別記様式第一（第一条関係）

裁 決 申 請 書

裁決申請者 住所

氏名

相 手 方 住所

氏名

都市緑地法第 条の規定による協議が成立しないので、下記により、裁決を申請しま

す。

記

１ 損失の事実

２ 損失の補償の見積り及びその内訳

３ 協議の経過

年 月 日

裁決申請者 住所

氏名 印

殿

備 考

１ 「損失の事実」については、発生の場所及び時期並びに不許可処分のあつた日をあ

わせて記載すること。

２ 「損失の補償の見積り及びその内訳」については、積算の基礎を明らかにすること。

３ 「協議の経過」については、経過の説明のほかに、協議が成立しない事情を明らか

にすること。

４ 裁決申請者又は相手方が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び

代表者の氏名を記載すること。

５ 裁決申請者の氏名（法人にあつては、その代表者の氏名）の記載を自署で行う場合

においては、押印を省略することができる。

6



別
記
様
式
第
二
（
第
十
条
関
係
）

別記様式第二（第十条関係）

緑化施設工事完了延期認定申請書

年 月 日

　市町村長 殿

申請者の住所又は主た

る事務所の所在地

申請者の氏名又は名称

　都市緑地法第 43 条第１項の規定に基づき、建築基準法第６条第１項の規定による工事
　の完了の日までに緑化施設に関する工事を完了することができないことについて認定を申

　請します。この申請書及び添付書類に記載の事項は、事実に相違ありません。

　注 　申請者が法人である場合には、代表者の氏名も併せて記載すること。

 
１ 緑化施設を整備する建築物の敷地の位置及び面積

建築物の名称

地名地番

敷地面積

２ 既存の緑化施設の位置、種別及び面積

既存の緑化施設の位置 配置図のとおり

種別 配置図のとおり

面積

３ 整備する緑化施設の概要、規模、配置、種別及び面積

整備する緑化施設の概要及び規模

配置 配置図のとおり

種別 配置図のとおり

面積

４ 上記３のうち工事を完了することができない緑化施設の概要、規模、配置、種別、面

積、当該工事を完了することができない理由及び完了予定年月日

工事を完了することができない緑化施設の概要及び規模

配置 配置図のとおり

種別 配置図のとおり

面積

工事を完了することができない理由

完了予定年月日 年 月 日

５ 緑化施設の面積の敷地面積に対する割合

上記２と３を合計した緑化施設の面積の敷地面積に対する割合

上記２と３を合計した緑化施設の面積から上記４の緑化施設の面積を減
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じた緑化施設の面積の敷地面積に対する面積の割合

（注）面積については、都市緑地法施行規則第９条の規定に基づいて計算すること。
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別
記
様
式
第
三
（
第
十
八
条
関
係
）

別記様式第三（第十八条関係）（A４）

市民緑地設置管理計画認定申請書

年 月 日

市町村長 殿

申請者の住所又は主た

る事務所の所在地

申請者の氏名又は名称

都市緑地法第 60条第１項の規定に基づき、市民緑地設置管理計画について認定を申請し
ます。この申請書及び添付書類の記載の事項は、事実に相違ありません。

注 申請者が法人である場合には、代表者の氏名も併せて記載すること。

市民緑地設置管理計画

１ 市民緑地を設置する土地等の区域及び面積

(注) [区域の面積]の欄には、土地（その水平投影面が人工地盤、建築物その他の工作

物の水平投影面と一致する部分を除く。）の面積及び人工地盤、建築物その他の工

作物の部分の水平投影面積並びにこれらの合計を記載すること。

２ 市民緑地を設置するに当たり整備する次に掲げる施設の概要、規模及び配置

イ 緑化施設

（注）［概要及び規模］の欄の記載内容は、都市緑地法施行規則第 25条に定める方法に
より算出した面積を含むものとすること。

ロ 園路、広場その他の市民緑地を利用する住民の利便のため必要な施設

ハ 市民緑地内の緑地の保全に関連して必要とされる施設

３ ２に掲げる施設の整備の実施期間

［市民緑地の名称］

［地名地番］

［区域の面積］

［概要及び規模］

［配置］ 配置図のとおり

［概要及び規模］

［配置］ 配置図のとおり

［概要及び規模］

［配置］ 配置図のとおり
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４ 既存の緑化施設の概要、規模及び位置

（注）［概要及び規模］の欄の記載内容は、都市緑地法施行規則第 25条に定める方法に
より算出した面積を含むものとすること。

５ 市民緑地を設置する土地等の区域の面積に対する緑化施設の面積の割合

６ 市民緑地の管理の方法

７ 市民緑地の設置の予定時期及び管理期間

８ 市民緑地の設置及び管理の資金計画

［整備の実施期間］ 年 月 日 から 年 月 日

［概要及び規模］

［位置］ 配置図のとおり

［割合］

［市民緑地の管理の方法］

［設置の予定年月日］ 年 月 日

［管理期間］ 設置の予定年月日 から 年 月 日

区 分 内 訳 金 額 （百万円）

支 出 整 備 費

管 理 費

事 務 費

借入金利息

○ ○ ○

計

収 入 自己資金

借 入 金

（借入先 ）

○ ○ ○

計
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別
記
様
式
第
四
（
第
二
十
八
条
関
係
）

別記様式第四（第二十八条関係）（A４）

市民緑地設置管理計画の変更の認定申請書

年 月 日

市町村長 殿

申請者の住所又は主た

る事務所の所在地

申請者の氏名又は名称

年 月 日付けで認定を受けた市民緑地設置管理計画について、下記のとおり変更し

たいので、都市緑地法第 62条第１項の規定に基づき、認定を申請します。

記

１．変更事項

２．変更の内容

注１ 申請者が法人である場合には、代表者の氏名も併せて記載すること。

２ 変更事項の内容については、変更前と変更後を対比して記載すること。

11


